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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

　

回次
第142期

第２四半期累計期間
第142期

第２四半期会計期間
第141期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日

自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (千円) 3,778,680 2,232,337 7,936,077

経常利益
又は経常損失(△)

(千円) 7,018 △64,152 115,184

四半期(当期)純利益
又は四半期純損失(△)

(千円) 7,945 △58,923 326,941

持分法を適用した場
合の投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) ― 1,000,000 1,000,000

発行済株式総数 (株) ―

　　　（普通株式）17,389,850　　
（第一回優先株式） 5,000,000
（第二回優先株式）12,312,500
（第三回優先株式）　　10,000

　　　（普通株式）17,389,850　　
（第一回優先株式） 5,000,000
（第二回優先株式）12,312,500
（第三回優先株式）　　10,000

純資産額 (千円) ― 1,782,099 1,775,856

総資産額 (千円) ― 8,270,102 10,148,714

１株当たり純資産額 (円) ― △217.24 △216.51

１株当たり当期純利益
又は四半期純損失(△)

(円) △1.95 △4.60 14.53

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ― 2.53

１株当たり配当額 (円) ― ― ―

自己資本比率 (％) ― 21.5 17.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 935,274 ― ―

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 28,895 ― ―

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,303,904 ― ―

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― 1,467,519 ―

従業員数 (名) ― 141 140

(注) １　当社は、連結子会社でありました日本橋梁エンジニアリング㈱が、平成20年５月30日に清算結了したことによ

り、連結子会社がなくなったため、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、第２四半期連結会計期間

に係る主要な経営指標等の推移については、記載しておりません。

 　 ２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

    ３　「持分法を適用した場合の投資利益」については、関連会社が存在しないため、記載しておりません。

 　 ４　第141期および第142期第２四半期累計(会計)期間は、配当を行っておりません。

　 　５　第142期第２四半期累計期間および第142期第２四半期会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につ

いては、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

　　 ６　第141期は、キャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、「営業活動によるキャッシュ・フロー」、

「投資活動によるキャッシュ・フロー」、「財務活動によるキャッシュ・フロー」および「現金及び現金同

等物の期末残高」については、記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期会計期間において、当社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

該当事項はありません。

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況
平成20年９月30日現在

従業員数(名) 141

(注) １　従業員数は就業人員であります。

２　臨時従業員数については従業員数の10％に満たないため、記載を省略しております。　
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第２四半期会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
　

事業部門別の名称 生産高(千円)

鋼構造物事業

　橋梁 1,817,939

その他事業 ―

合計 1,817,939

(注) １　生産高は、契約金額に生産進行率を乗じて算出しております。
２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注実績

当第２四半期会計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
　

事業部門別の名称 受注高(千円) 受注残高(千円)

鋼構造物事業

　橋梁 1,889,5388,709,491

その他事業 ― ―

合計 1,889,5388,709,491

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(3) 販売実績

当第２四半期会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
　

事業部門別の名称 販売高(千円)

鋼構造物事業

　橋梁 2,232,337

その他事業 ―

合計 2,232,337

(注) １　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

　

相手先
当第２四半期会計期間

販売高(千円) 割合(％)

国土交通省 1,275,858 57.2

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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３ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 経営成績の分析

当第２四半期会計期間における公共投資関連の市場は、近年の公共工事予算削減の施策が継続されて

おり、当社がその大半を依存しております橋梁業界におきましても、国内橋梁発注量は逓減傾向にあり、

依然として厳しい状況が続いております。しかしながら、「脱談合」後の激しい受注競争によって収益の

悪化をもたらした低価格入札は、国土交通省の「緊急公共工事品質確保対策」の施行等により一定の歯

止めが掛かり、やや明るい兆しが見えてまいりました。 

　かかる状況において、当社は、全社をあげて受注活動に取り組み、当第２四半期会計期間の受注高として

18億８千９百万円を獲得し、売上高につきましては22億３千２百万円、受注残高につきましては87億９百

万円となりました。 

　損益面では、原材料高騰などの影響を受け、当第２四半期会計期間の売上総利益は７千４百万円、営業損

失は５千万円、経常損失は６千４百万円、四半期純損失は５千８百万円となりました。

　事業部門別の業績は、当社の事業は、〔鋼構造物事業〕に集中させており、〔その他〕特記すべきものは

ございません。

　
(2) 財政状態の分析

当第２四半期会計期間末における総資産は82億７千万円となり、前事業年度末に比べ18億７千８百万

円減少いたしました。

　流動資産は、前事業年度末に比べ32.6％減少し、37億１千９百万円となりました。これは主に受取手形及

び売掛金等の売上債権の減少によるものであります。

　固定資産は、特筆すべき増減はありません。

　流動負債は、前事業年度末に比べ51.7％減少し、37億１百万円となりました。これは主に１年内返済予定

の長期借入金の減少によるものであります。

　固定負債は、前事業年度末に比べ290.7％増加し、27億８千６百万円となりました。これは主に長期借入

金の増加によるものであります。

　純資産は、前事業年度末に比べ0.4％増加し、17億８千２百万円となり、自己資本比率は21.5％となりま

した。
　
(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期会計期間末における現金および現金同等物（以下、「資金」という。）は、14億６千７百

万円となり、第１四半期会計期間末より９億９千８百万円減少いたしました。主な要因は次のとおりであ

ります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期会計期間における営業活動による資金の減少は７億４千３百万円となりました。これは

主に税引前四半期純損失、売上債権の増加によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期会計期間における投資活動による資金の増加は４千８百万円となりました。これは主に

投資有価証券の売却による収入によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期会計期間における財務活動による資金の減少は３億３百万円となりました。これは主に

長期借入金の返済による支出によるものであります。
　
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた問題はありません。
　
(5) 研究開発活動

記載すべき事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期会計期間において、計画および確定した重要な設備の新設、除去等はありません。

　

　

EDINET提出書類

日本橋梁株式会社(E01358)

四半期報告書

 6/32



第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 138,809,400

第一回優先株式 5,000,000

第二回優先株式 12,312,500

第三回優先株式 10,000

計 156,131,900

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成20年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年11月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 17,389,850 17,389,850

東京証券取引所
(市場第一部)
大阪証券取引所
(市場第一部)

―

第一回優先株式 5,000,000 5,000,000未上場・非登録 （注）２

第二回優先株式 12,312,500 12,312,500未上場・非登録 （注）１，３

第三回優先株式 10,000 10,000未上場・非登録 （注）４

計 34,712,350 34,712,350 ― ―

(注) １　第二回優先株式12,312,500株のうち9,000,000株は現物出資(借入金の株式化2,880,000千円)によって発行され

たものであります。

２　第一回優先株式の内容は以下のとおりであります。

１．優先配当金

　①優先配当金の額

　　当社は、剰余金の配当をするときは、第一回優先株式を有する株主または優先株式の登録質権者に対し、普通株

式を有する株主または普通株式の登録質権者に先立ち、優先株式1株につき年20円を上限として、発行に際し

て取締役会の決議で定める額の利益配当金を支払う。

　　優先株主または優先登録質権者に対し、中間配当を行わない。

　②非累積条項　　　　　　　　

　　　ある営業年度において、優先株主または優先登録質権者に対して支払う利益配当金の額が優先配当金の額に達

しないときは、その不足額は翌営業年度以降に累積しない。

　③非参加条項

　　優先株主または優先登録質権者に対し、優先配当金を超えて配当しない。

２．残余財産の分配

　　当社の残余財産を分配するときは、優先株主または優先登録質権者に対し、普通株主または普通登録質権者に先

立ち、発行価額相当額を支払う。優先株主または優先登録質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配は行

わないものとする。
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３．買受けまたは消却

　　当社は、いつでも優先株式を買い受け、または利益により消却することができる。

４．議決権

　　優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

５．新株引受権等

　　当社は法令に定める場合を除き、優先株式について株式の併合または分割は行わないものとする。

　　優先株主には、新株の引受権または新株予約権もしくは新株予約権付社債の引受権を与えないものとする。

６．普通株式への転換予約権

　　優先株主は、発行に際して取締役会の決議で定める転換を請求し得べき期間中、当該決議で定める転換の条件で

優先株式の普通株式への転換を請求することができる。

７．普通株式への強制転換

　　転換を請求し得べき期間中に転換請求のなかった優先株式は、同期間の末日の翌日以降の日で取締役会の決議

で定める日において、優先株式の転換により発行する普通株式数は、優先株式１株の発行価額相当額を強制転

換基準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取

引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のない日数を除く）で除して得られる普通株式数とす

る。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。この場合当該

平均値が、優先株式の発行に際して取締役会の決議で定める下限転換価額を下回るとき、または上限転換価額

を上回るときは、優先株式１株の発行価額相当額をそれぞれ下限転換価額、または上限転換価額で除して得ら

れる数とする。

　

３　第二回優先株式の内容は以下のとおりであります。

１．配当金

　①優先配当金の額

　　当社は、剰余金の配当(配当財産の種類は問わない。)をするときは、当該配当の基準日の最終株主名簿に記載ま

たは記録された第二回優先株式を有する株主(以下、「第二回優先株主」という。)または第二回優先株式の登

録株式質権者(以下、「第二回優先登録株式質権者」という。)に対し、同日の最終の株主名簿に記載または記

録された普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)もしくは普通株式の登録株式質権者(以下、「普

通登録株式質権者」という。)に先立ち、かつ第17項に定める支払順位に従い、第二回優先株式の払込金額(320

円)に対し、下記により事業年度毎に定められる第二回優先株式配当金配当年率に基づき、当該基準日が属す

る事業年度の初日(2007年３月31日に終了する事業年度にあっては2006年10月１日。いずれにおいても当該日

を含む。)から当該配当の基準日(同日を含む。)までの期間につき月割計算(但し、１ヶ月未満の期間について

は年365日の日割計算)により算出される額の配当(以下、「第二回優先配当金」という。)をする。計算の結果

が32円を超えるときは、第二回優先配当金の額は32円とする。但し、既に当該事業年度に属する日を基準日と

して第二回優先株主または第二回優先登録株式質権者に配当金(次号に定める第二回累積未配当金に対する

配当金を除く。)を支払ったときは、かかる配当金の累積額を控除する。

第二回優先配当金配当年率＝日本円TIBOR(６ヶ月物)＋１％

「日本円TIBOR(６ヶ月物)」は、各事業年度の初日(当日が銀行休業日の場合は直前の銀行営業日)の、午前11

時における日本円６ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レートとして全国銀行協会によっ

て公表される数値とする。また、当該日において午前11時における日本円６ヶ月物トーキョー・インター・バ

ンク・オファード・レートが公表されない場合は、同日(当日が銀行休業日の場合は直前の銀行営業日)ロン

ドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるユーロ円６ヶ月物ロンドン・インター・バンク・オ

ファード・レート(ユーロ円LIBOR６ヶ月物(360日ベース))として英国銀行協会によって公表される数値また

はこれに準ずるものと認められるものを日本円TIBOR(６ヶ月物)に代えて用いるものとする。日本円

TIBOR(６ヶ月物)またはこれに代えて用いる数値は、％位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を四捨

五入する。

　②累積型

　　ある事業年度において第二回優先株主または第二回優先登録株式質権者に支払われた配当金の合計額が上記①

の第二回優先株式配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度に限り累積するものとする(以下、

「第二回累積未配当金」という。)。第二回累積未配当金は、全ての種類の株主に対する配当金に先立って支払

われるものとする。
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　③非参加型

　　第二回優先株主または第二回優先登録株式質権者に対しては、第二回優先配当金を超えて配当は行わない。

２．残余財産の分配

　　第二回優先株主または第二回優先登録株式質権者に対しては、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、か

つ第８項に定める支払順位に従い、第二回優先株式１株につき320円を優先して分配するものとし、これを超

える部分については、普通株主または普通登録株式質権者に全額分配される。

３．株主総会における議決権

　　第二回優先株主は、株式総会において議決権を有さない。

４．譲渡制限

　　第二回優先株式を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要する。

５．普通株式を対価とする取得請求権

　　第二回優先株主は、当社に対し、以下に定める取得請求期間中、以下に定める取得の条件で、その有する第二回優

先株式の全部または一部につき、普通株式の交付を対価とする取得を請求することができる。但し、本項に基

づく第二回優先株主による取得の請求(本項において、以下、「本件請求」という。)がなされた下記①に定め

る取得請求可能日において、剰余授権株式数(以下に定義される。)が請求対象普通株式総数(以下に定義され

る。)を下回る場合には、(ⅰ)本件請求に係る第二回優先株式の数に、(ⅱ)剰余授権株式数を請求対象普通株式

総数で除して得られる数を乗じた数(小数第１位まで計算し、その小数第１位を切り捨てる。)の第二回優先株

式のみ、本件請求の効力が生じるものとし、本件請求の効力が生じる第二回優先株式以外の本件請求に係る第

二回優先株式については、取得請求がなされなかつたものとみなす。なお、複数の本件請求がなされ、同時に到

達した場合、各本件請求に係る請求対象普通株式総数の総数が剰余授権株式数を上回る場合には、按分により

本件請求の効力が生じるものとし、本件請求の効力が生じる第二回優先株式以外の本件請求に係る第二回優

先株式については、取得請求がなされなかつたものとみなす。複数の本件請求がなされ、その到達の先後不明

の場合には、同時に到達したものとみなす。

　　「剰余授権株式数」とは、以下のＡ及びＢのいずれか小さい数をいう。

　　Ａ：(Ⅰ)当該取得請求可能日における当社の発行可能株式総数より、(Ⅱ)(ⅰ)当該取得請求可能日における発行

済普通株式の数、(ⅱ)当該取得請求可能日における発行済第一回優先株式の数、(ⅲ)当該取得請求可能日

における発行済第二回優先株式の数、(ⅳ)新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。但し、権

利を行使することができる期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者がその新株予約権

の行使により取得することとなる普通株式の数(それぞれ小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り

上げる。)の総数を控除した数をいう。

　　Ｂ：(Ⅰ)当該取得請求可能日における当社の普通株式の発行可能種類株式総数より、(Ⅱ)(ⅰ)当該取得請求可能

日における発行済普通株式の数、(ⅱ)新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。但し、権利を

行使することができる期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者がその新株予約権の行

使により取得することとなる普通株式の数(それぞれ小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げ

る。)の総数を控除した数をいう。

　　「請求対象普通株式総数」とは、第二回優先株主が当該取得請求可能日に取得を請求した第二回優先株式の払

込金額の総額を当該取得請求可能日における下記②に定める取得価額で除して得られる数(小数第１位まで

算出し、その小数第１位を切り上げる。)の総数をいう。

①取得請求期間

2006年12月28日から2010年６月30日までとする。取得請求期間に属する日を取得請求可能日という。

②取得の条件

当社は、本件請求に係る第二回優先株式を取得したときは、第二回優先株式１株につき下記(イ)乃至(ハ)

に定める取得価額に基づいて算定される数の当社の普通株式を交付する。

(イ)当初取得価額

40円

EDINET提出書類

日本橋梁株式会社(E01358)

四半期報告書

 9/32



(ロ)取得価額の修正

取得価額は、第二回優先株主が当社に対し第二回優先株式の取得を請求した日(以下、「修正日」とい

う。)において、修正日における「時価」が、当該修正日の前日において有効な取得価額を下回る場合は、

当該時価に修正される(以下、「修正後取得価額」という。)。但し、修正後取得価額が当初取得価額の50％

に相当する金額(円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。以下、「下限取得価額」

という。但し、下記(ハ)により調整される。)を下回る場合には下限取得価額をもって修正後取得価額とす

る。上記「時価」とは、当該修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所(当

社の普通株式が同取引所に上場されていないときは株式会社大阪証券取引所)における当社の普通株式

の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日を除く。円位未満小数第１位まで算出

し、その小数第１位を切り上げる。)とする。なお、取得価額の修正は、第二回優先株式の取得が請求される

毎に行われ、当該修正後取得価額は、当該修正日に取得請求がなされていない第二回優先株式については

適用しないものとする。

(ハ)取得価額の調整

(a)第二回優先株式発行後、以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調

整する。

(ⅰ)普通株式につき株式の分割または株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整す

る。なお、株式無償割当ての場合には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割

当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普

通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除

く。)」とそれぞれ読み替える。

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 ×
分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数

　　調整後の取得価額は、株式の分割に係る基準日または株式無償割当ての効力が生ずる日(無償割当て

に係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。但し、分配可能額から資本に

組み入れられることを条件としてその部分をもって株式分割により普通株式を発行する旨取締役

会で決議する場合で、当該分配可能額の資本組入の決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式

分割のための基準日とする場合には、調整後取得価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、これ

を適用する。

(ⅱ)普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取

得価額を調整する。

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 ×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数

(ⅲ)調整前の取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社が保有する普通株式を処

分する場合(無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式もしくは新株予約権(新

株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(ⅲ)において同じ。)の取得による場合または普通

株式を目的とする新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式(以下、「取得価額調整式」とい

う。)により取得価額を調整する。調整後の取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払

込期間の最終日。以下本(a)において同じ。)の翌日以降、また、株主への割当てに係る基準日を定め

た場合は当該基準日(以下、「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有

する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分す

る当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する株式の数」は「処分前において当社が保有す

る普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

(発行済普通株式の数－当社が
＋

新たに発行する普通株式の数×１株当たり払込金額

調整後
＝
調整前

×
保有する普通株式の数) 調整前取得価額

取得価額 取得価額 (発行済普通株式の数－当社が保有する普通株式の数)＋新たに発行する普通株式の数

　　但し、本(ⅲ)による取得価額の調整は、第二回優先株式の発行済株式の総数の過半数を有する第二回

優先株主がかかる調整を不要とした場合には行われない。
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(ⅳ)調整前の取得価額を下回る価額をもって、(x)普通株式の交付と引換えに当社に取得される株式、新

株予約権もしくはその他の証券または当社に対して取得を請求できる株式、新株予約権もしくはそ

の他の証券を発行または処分する場合(無償割当ての場合を含む。)または、(y)普通株式を目的とす

る新株予約権の交付と引換えに当社に取得される株式、新株予約権もしくはその他の証券または当

社に対して取得を請求できる株式、新株予約権もしくはその他の証券を発行または処分する場合

(無償割当ての場合を含む。)、かかる株式、新株予約権もしくはその他の証券の払込期日(新株予約

権の場合は割当日。以下本(ⅳ)において同じ。)に、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(無償

割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本(a)において同じ。)に、また株主割当日があ

る場合はその日に、発行または処分される株式、新株予約権もしくはその他の証券の全てが当初の

条件で取得または行使等され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「１株

当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後の価額とする。調整後の取

得価額は、払込期日の翌日以降、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割

当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。但し、本(ⅳ)による取得価額の調整は、第

二回優先株式の発行済株式の総数の過半数を有する第二回優先株主がかかる調整を不要とした場

合には行われない。

(ⅴ)行使することにより、調整前の取得価額を下回る価額をもって普通株式または普通株式の交付と引

換えに取得される株式もしくは当社に対して取得を請求できる株式の交付を受けることができる

新株予約権を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、無償割当て

の場合にはその効力が生ずる日に、また株主割当日がある場合にはその日に、発行される新株予約

権全てが当初の条件で行使されたものとみなし、取得価額調整式において「１株当たり払込金額」

として新株予約権の行使に際して出資される財産の１株当たりの価額を使用して計算される額を、

調整後の取得価額とする。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、これを適用

する。但し、本(ⅴ)による取得価額の調整は、当社または子会社の取締役、監査役もしくは従業員ま

たは社外協力者に対するストックオプションとして発行される普通株式を目的とする新株予約権

には適用されないものとし、また、第二回優先株式の発行済株式の総数の過半数を有する第二回優

先株主がかかる調整を不要とした場合にも行われない。

(b)上記(a)に掲げる事由のほか、下記(ⅰ)乃至(ⅳ)のいずれかに該当する場合には、当社は第二回優先株

主及び第二回優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後の

取得価額、適用日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。

(ⅰ)合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収

分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継、または新設分

割のために取得価額の調整を必要とするとき。

(ⅱ)前(ⅰ)のほか、普通株式の発行済株式の総数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更ま

たは変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

(ⅲ)上記(a)の(ⅳ)に定める株式、新株予約権またはその他の証券につきその取得または行使等により

普通株式が交付され得る期間が終了したとき。但し、当該株式、新株予約権またはその他の証券の全

てにつき普通株式が交付された場合を除く。

(ⅳ)上記(a)の(ⅴ)に定める新株予約権の行使期間が終了したとき。但し、当該新株予約権全てにつき行

使請求が行われた場合を除く。

(c)取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、特段の定めがない限り、円位未満小数第２位まで算出

し、その小数第２位を四捨五入する。

(d)取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満にと

どまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、その後取得価額の調整を必要とする事由が発

生し、取得価額を算出する場合には調整前取得価額はこの差額を差引いた額とする。

(e)取得価額の調整が行われる場合には、当社は、関連事項決定後直ちに、第二回優先株主または第二回優

先登録株式質権者に対して、その旨並びにその事由、調整後の取得価額、適用日及びその他の必要事項

を通知しなくてはならない。
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(ニ)取得により交付すべき普通株式数

第二回優先株式の取得により交付すべき当社の普通株式数は、次のとおりとする。

普通株式数 ＝
第二回優先株主が取得請求のために提出した第二回優先株式の払込金額の総額

取得価額

但し、第二回優先株主が取得請求のために提出した第二回優先株式の払込金額の総額は、第二回優先株

式つき、株式分割、株式併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。取得により

交付すべき普通株式数の算出にあたって、１株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、会社法第

167条第３項に定める金銭による調整は行わない。

(ホ)取得請求受付場所

大阪市中央区伏見町三丁目６番３号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　大阪証券代行部

(ヘ)取得の効力発生

取得の効力は、取得請求書及び取得請求に係る第二回優先株式の株券が上記(ホ)に記載する取得請求

受付場所に到着した時に発生する。

６．普通株式を対価とする一斉取得条項

①当社は、第５項①に定める取得請求期間中に取得請求のなかった第二回優先株式の全部または一部を、取得

請求期間末日の翌日以降の日で、取締役会の決議で定める日(以下、「一斉取得日」という。)が到来するこ

とをもって、取得することができる。この場合においては、当社は、当該取得に関する決議をする取締役会開

催日(以下、「決議日」という。)における剰余授権株式数(以下に定義される。)の範囲内において、以下の定

めにより第二回優先株式に交付する普通株式の総数が最大となるように、取得する第二回優先株式の数を

定めるものとする。

当社は、第二回優先株式の取得の対価として、取得する第二回優先株式の払込金額の総額を取得価額で除し

て得られる数の普通株式を交付する。この場合における取得価額は、一斉取得日を第５項②(ロ)に定める修

正日とみなし、第５項②(ロ)に従って算出する。

前記の普通株式数の算出にあたって１株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条に定める方法によ

りこれを取扱う。

当社は、第二回優先株式の一部を取得するものとするときは、決議日の前日の最終の株主名簿に記載または

記録された第二回優先株主の保有株式数に応じ、当社が取得する総数を各第二回優先株主に比例配分する

方法により、各第二回優先株主からの取得数(小数第１位まで計算し、その小数第１位を切り捨てる。)を定

めるものとする。

「剰余授権株式数」については、第５項の定めを準用する。この場合において、「当該取得請求可能日」と

あるのは「当該決議日」と読み替える。

②当社は、一斉取得日以降も第二回優先株式(当社が保有するものを除く。)が存在する場合には、当該第二回

優先株式の全部または一部を、一斉取得日以降の日で取締役会の決議で定める日(以下、「追加一斉取得

日」という。)が到来することをもって、取得することができる。追加一斉取得日において取得する第二回優

先株式の数及び取得の対価につき①を準用する。

７．現金を対価とする取得請求権

　　第二回優先株主は、第６項①の一斉取得日の翌日から2012年６月30日までの間、その保有する第二回優先株式の

全部または一部について、当社に対してその取得を請求することができるものとし、当社は、第二回優先株主

が取得の請求をした第二回優先株式を取得するのと引換えに、第二回優先株式１株につき下記に定める額の

金銭を当該第二回優先株主に対して交付するものとする。

　　第二回優先株式１株につき以下に定める額に、第二回累積未配当金相当額を加算した額とする。

320円(１株当たり払込金額の100％)
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８．優先順位

①剰余金の配当の額

　　第一回優先配当金及び第二回優先配当金の支払順位は、第二回優先配当金を第１順位とし、第一回優先配当金を

第２順位とする。

②残余財産の分配の優先順位

　　第一回優先株式及び第二回優先株式に係る残余財産の分配の支払順位は、第一回優先株式に係る残余財産の分

配の支払いを第１順位とし、第二回優先株式に係る残余財産の分配の支払いを第２順位とする。

③取得請求権の優先順位

　　第一回優先株式に係る取得請求権の行使及び第二回優先株式に係る取得請求権の行使の双方がなされ、その取

得請求受付場所への到達が同時またはその先後が不明の場合は、第二回優先株式に係る取得請求権の行使が

先になされたものとみなす。

④用語

　　本項における第一回優先株式、第二回優先株式、第一回優先配当金及び第二回優先配当金の用語は、いすれも定

款第２章の２で定義される意味で用いられる。

　

４　第三回優先株式の内容は以下のとおりであります。
　 １．配当金

　①優先配当金の額

　　当社は、剰余金の配当(配当財産の種類を問わない。)をするときは、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載

又は記録された第三回優先株式を有する株主(以下、「第三回優先株主」という。)又は第三回優先株式の登録

株式質権者(以下、「第三回優先株式登録株式質権者」という。)に対し、同日の最終の株主名簿に記載又は記

録された普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登

録株式質権者」という。)に先立ち、かつ第８項に定める支払順位に従い、第三回優先株式の払込金額(50,000

円)に対し、下記により事業年度毎に定められる第三回優先配当金配当年率に基づき、当該基準日が属する事

業年度の初日(平成20年３月31日に終了する事業年度にあっては平成19年６月１日。いずれにおいても当該日

を含む。)から当該配当の基準日(同日を含む。)までの期間につき月割計算(ただし、１ヶ月未満の期間につい

ては年365日の日割計算)により算出される額の配当(以下、「第三回優先配当金」という。)をする。計算の結

果が5,000円を超えるときは、第三回優先配当金の額は5,000円とする。ただし、すでに当該事業年度に属する

日を基準日として第三回優先株主又は第三回優先登録株式質権者に配当金(次号に定める第三回累積未配当

金に対する配当金を除く。)を支払ったときは、かかる配当金の累積額を控除する。

　　第三回優先配当金配当年率＝日本円TIBOR(６ヶ月物)＋１％

　　「日本円TIBOR(６ヶ月物)」は、各事業年度の初日(当日が銀行休業日の場合は直前の銀行営業日)の、午前11時

における日本円６ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レートとして全国銀行協会によって

公表される数値とする。また、当該日において午前11時における日本円６ヶ月物トーキョー・インター・バン

ク・オファード・レートが公表されない場合は、同日(当日が銀行休業日の場合は直前の銀行営業日)ロンド

ン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるユーロ円６ヶ月物ロンドン・インター・バンク・オ

ファード・レート(ユーロ円LIBOR６ヶ月物(360日ベース))として英国銀行協会によって公表される数値又は

これに準ずるものと認められるものを日本円TIBOR(６ヶ月物)に代えて用いるものとする。日本円TIBOR(６ヶ

月物)又はこれに代えて用いる数値は、％位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。

　②累積型

　　ある事業年度において第三回優先株主又は第三回優先登録株式質権者に支払われた配当金の合計額が上記①の

第三回優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度に限り累積するものとする(以下、「第三

回累積未配当金」という。)。第三回累積未配当金は、普通株主に対する配当金に先立って支払われるものとす

るが、第一回優先株主及び第二回優先株主への累積未配当金には劣後する。 

　③非参加型

　　第三回優先株主又は第三回優先登録株式質権者に対しては、第三回優先配当金を越えて配当は行わない。
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２．残余財産の分配

　　第三回優先株主又は第三回優先登録株式質権者に対しては、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、かつ第

８項に定める支払順位に従い、第三回優先株式１株につき50,000円を優先して分配するものとし、これを越え

る部分については、普通株主又は普通登録株式質権者に全額分配される。

３．株主総会における議決権

　　第三回優先株主は、株式総会において議決権を有さない。

４．譲渡制限

　　第三回優先株式を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要する。

５．普通株式を対価とする取得請求権

　　第三回優先株主は、当社に対し、以下に定める取得請求期間中、以下に定める取得の条件で、その有する第三回優

先株式の全部又は一部につき、普通株式の交付を対価とする取得を請求することができる。ただし、本項に基

づく第三回優先株主による取得の請求(本項において、以下、「本件請求」という。)がなされた下記①に定め

る取得請求可能日において、剰余授権株式数(以下に定義される。)が請求対象普通株式総数(以下に定義され

る。)を下回る場合には、(ⅰ)本件請求に係る第三回優先株式の数に、(ⅱ)剰余授権株式数を請求対象普通株式

総数で除して得られる数を乗じた数(小数第１位まで計算し、その小数第１位を切り捨てる。)の第三回優先株

式のみ、本件請求の効力が生じるものとし、本件請求の効力が生じる第三回優先株式以外の本件請求に係る第

三回優先株式については、取得請求がなされなかったものとみなす。なお、複数の本件請求がなされ、同時に到

達した場合、各本件請求に係る請求対象普通株式総数の総数が剰余授権株式数を上回る場合には、按分により

本件請求の効力が生じるものとし、本件請求の効力が生じる第三回優先株式以外の本件請求に係る第三回優

先株式については、取得請求がなされなかったものとみなす。複数の本件請求がなされ、その到達の先後不明

の場合は、同時に到達したものとみなす。

　　「剰余授権株式数」とは、以下のＡ及びＢのいずれか小さい数をいう。

　　Ａ：(Ⅰ)当該取得請求可能日における当社の発行可能種類株式総数より、(Ⅱ)(ⅰ)当該取得請求可能日における

発行普通株式の数、(ⅱ)当該取得請求可能日における発行済第一回優先株式の数、(ⅲ) 当該取得請求可

能日における発行済第二回優先株式の数、(ⅳ) 当該取得請求可能日における発行済第三回優先株式の

数、(ⅴ)新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。ただし、権利を行使することができる期間

の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者がその新株予約権の行使により取得することとな

る普通株式の数(それぞれ小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。)の総数を控除した数を

いう。

　　Ｂ：(Ⅰ)当該取得請求可能日における当社の普通株式の発行可能種類株式総数より、(Ⅱ)(ⅰ)当該取得請求可能

日における発行済普通株式の数、(ⅱ)新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。ただし、権利

を行使することができる期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者がその新株予約権の

行使により取得することとなる普通株式の数(それぞれ小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上

げる。)の総数を控除した数をいう。 

　　「請求対象普通株式総数」とは、第三回優先株主が当該取得請求可能日に取得を請求した第三回優先株式の払

込金額の総額を当該取得請求可能日における下記②に定める取得価額で除して得られる数(小数第１位まで

算出し、その小数第１位を切り上げる。)の総数をいう。

①取得請求期間

平成19年６月30日から平成22年６月30日までとする。取得請求期間に属する日を取得請求可能日という。

②取得の条件

当社は、本件請求に係る第三回優先株式を取得したときは、第三回優先株式１株につき下記(イ)乃至(ハ)

に定める取得価額に基づいて算定される数の当社の普通株式を交付する。

(イ)当初取得価額

332円

(ロ)取得価額の修正

取得価額は、第三回優先株主が当社に対し第三回優先株式の取得を請求した日(以下、「修正日」とい

う。)において、修正日における「時価」が、当該修正日の前日において有効な取得価額を下回る場合は、

当該時価に修正される(以下、「修正後取得価額」という。)。ただし、修正後取得価額が当初取得価額の

50％に相当する金額(円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。以下、「下限取得価

額」という。ただし、下記(ハ)により調整される。)を下回る場合には下限取得価額をもって修正後取得価

額とする。上記「時価」とは、当該修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引

所(当社の普通株式が同取引所に上場されていないときは株式会社大阪証券取引所)における当社の普通

株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。円位未満小数第１位ま

で算出し、その小数第１位を切り上げる。)とする。なお、取得価額の修正は、第三回優先株式の取得が請求

される毎に行われ、当該修正後取得価額は、当該修正日に取得請求がなされていない第三回優先株式につ

いては適用しないものとする。
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(ハ)取得価額の調整

(a)第三回優先株式発行後、以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調

整する。

(ⅰ)普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整す

る。なお、株式無償割当ての場合には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割

当て前発行済普通株式数(ただし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済

普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(ただし、その時点で当社が保有する普通株式を

除く。)」とそれぞれ読み替える。

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 ×
分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数

　　調整後の取得価額は、株式の分割に係る基準日または株式無償割当ての効力が生ずる日(無償割当て

に係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。但し、分配可能額から資本に

組み入れられることを条件としてその部分をもって株式分割により普通株式を発行する旨取締役

会で決議する場合で、当該分配可能額の資本組入の決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式

分割のための基準日とする場合には、調整後取得価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、これ

を適用する。

(ⅱ)普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取

得価額を調整する。

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 ×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数

(ⅲ)調整前の取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社が保有する普通株式を処

分する場合(無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式もしくは新株予約権(新

株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(ⅲ)において同じ。)の取得による場合または普通

株式を目的とする新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式(以下、「取得価額調整式」とい

う。)により取得価額を調整する。調整後の取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払

込期間の最終日。以下本(a)において同じ。)の翌日以降、また、株主への割当てに係る基準日を定め

た場合は当該基準日(以下、「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有

する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分す

る当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する株式の数」は「処分前において当社が保有す

る普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

　
(発行済普通株式の数－当社が

＋
新たに発行する普通株式の数×１株当たり払込金額

調整後
＝
調整前

×
保有する普通株式の数) 調整前取得価額

取得価額 取得価額 (発行済普通株式の数－当社が保有する普通株式の数)＋新たに発行する普通株式の数

　
　　ただし、本(ⅲ)による取得価額の調整は、第三回優先株式の発行済株式の総数の過半数を有する第三

回優先株主がかかる調整を不要とした場合には行われない。

(ⅳ)調整前の取得価額を下回る価額をもって、(ｘ)普通株式の交付と引換えに当社に取得される株式、

新株予約権若しくはその他の証券又は当社に対して取得を請求できる株式、新株予約権若しくはそ

の他の証券を発行又は処分する場合(無償割当ての場合を含む。)又は、(ｙ)普通株式を目的とする

新株予約権の交付と引換えに当社に取得される株式、新株予約権若しくはその他の証券又は当社に

対して取得を請求できる株式、新株予約権若しくはその他の証券を発行又は処分する場合(無償割

当ての場合を含む。)、かかる株式、新株予約権若しくはその他の証券の払込期日(新株予約権の場合

は割当日。以下、本(ⅳ)において同じ。)に、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(無償割当て

に係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本(a)において同じ。)に、また株主割当日がある場

合はその日に、発行又は処分される株式、新株予約権若しくはその他の証券の全てが当初の条件で

取得又は行使等され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「１株当たり払

込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後の取得価額とする。調整後の取得価

額は、払込期日の翌日以降、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日以降、また株主割当日がある

場合にはその日の翌日以降、これを適用する。ただし、本(ⅳ)による取得価額の調整は、第三回優先

株式の発行済株式の総数の過半数を有する第三回優先株主がかかる調整を不要とした場合には行

われない。

(ⅴ)行使することにより、調整前の取得価額を下回る価額をもって普通株式又は普通株式の交付と引換

えに取得される株式若しくは当社に対して取得を請求できる株式の交付を受けることができる新

株予約権を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、無償割当ての

場合にはその効力が生ずる日に、また株主割当日がある場合にはその日に、発行される新株予約権

全てが当初の条件で行使等され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において、

「１株当たり払込金額」として新株予約権の行使に際して出資される財産の１株当たり
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　　の価額を使用して計算される額を、調整後の取得価額とする。調整後の取得価額は、かかる新株予約権

の割当日の翌日以降、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日があ

る場合にはその翌日以降、これを適用する。ただし、本(ⅴ)による取得価額の調整は、当社又は子会

社の取締役、監査役若しくは従業員又は社外協力者に対するストック・オプションとして発行され

る普通株式には適用されないものとし、また、第三回優先株式の発行済株式の総数の過半数を有す

る第三回優先株主がかかる調整を不要とした場合にも行われない。

(b)上記(a)に掲げた事由によるほか、下記(ⅰ)ないし(ⅳ)のいずれかに該当する場合には、当社は第三回

優先株主及び第三回優先株式登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事

由、調整後の取得価額、適用日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うも

のとする。

(ⅰ)合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収

分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継、又は新設分割

のために取得価額の調整を必要とするとき。

(ⅱ)前(ⅰ)のほか、普通株式の発行済株式の総数(ただし、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更

又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

(ⅲ)上記(a)の(ⅳ)に定める株式、新株予約権又はその他の証券につきその取得又は行使等により普通

株式が交付され得る期間が終了したとき。ただし、当該株式、新株予約権又はその他の証券全てにつ

き普通株式が交付された場合を除く。

(ⅳ)上記(a)の(ⅴ)に定める新株予約権の行使期間が終了したとき。ただし、当該新株予約権全てにつき

行使請求が行われた場合を除く。

(c)取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、特段の定めがない限り、円位未満小数第２位まで算出

し、その小数第２位を四捨五入する。

(d)取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満にと

どまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、その後取得価額の調整を必要とする事由が発

生し、取得価額を算出する場合には調整前取得価額はこの差額を差引いた額とする。

(e)取得価額の調整が行われる場合には、当社は、関連事項決定後直ちに、第三回優先株主又は第三回優先

登録株式質権者に対して、その旨並びにその事由、調整後の取得価額、適用日及びその他の必要事項を

通知しなくてはならない。

(ニ)取得により交付すべき普通株式数

第三回優先株式の取得により交付すべき当社の普通株式数は、次のとおりとする。

普通株式数 ＝
第三回優先株主が取得請求のために提出した第三回優先株式の払込金額の総額

取得価額

ただし、第三回優先株主が取得請求のために提出した第三回優先株式の払込金額の総額は、第三回優先

株式につき、株式分割、株式併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。取得によ

り交付すべき普通株式数の算出にあたって、１株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、会社法第

167条第３項に定める金銭による調整は行わない。

(ホ)取得請求受付場所

大阪市北区堂島浜一丁目１番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　大阪証券代行部 

(ヘ)取得の効力発生

取得の効力は、取得請求書および取得請求に係る第三回優先株式の株券が上記(ホ)に記載する取得請

求受付場所に到着した時に発生する。ただし、第三回優先株式の株券が発行されないときは、株券の提

出を要しない。

６．普通株式を対価とする一斉取得条項

①当社は、第５項①に定める取得請求期間中に取得請求のなかった第三回優先株式の全部又は一部を、取得請

求期間末日の翌日以降の日で取締役会の決議で定める日(以下、「一斉取得日」という。)が到来することを

もって、取得することができる。この場合においては、当社は、当該取得に関する決議をする取締役会開催日

(以下、「決議日」という。)における剰余授権株式数(以下に定義される。)の範囲内において、以下の定めに

より第三回優先株主に交付する普通株式の総数が最大となるように、取得する第三回優先株式の数を定め

るものとする。 

当社は、第三回優先株式の取得の対価として、取得する第三回優先株式の払込金額の総額を取得価額で除し

て得られる数の普通株式を交付する。この場合における取得価額は、一斉取得日を第５項②(ロ)に定める修

正日とみなし、第５項②(ロ)に従って算出する。前記の普通株式数の算出にあたって１株に満たない端数が

生じたときは、会社法第234条に定める方法によりこれを取扱う。

当社は、第三回優先株式の一部を取得するものとするときは、決議日の前日の最終の株主名簿に記載又は記

録された第三回優先株主の保有株式数に応じ、当社が取得する総数を各第三回優先株主に比例配分する方

法により、各第三回優先株主からの取得数(小数第１位まで計算し、その小数第１位を切り捨てる。)を
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　定めるものとする。

　「剰余授権株式数」については、第５項の定めを準用する。この場合において、「当該取得請求可能日」と

あるのは「当該決議日」と読み替える。

②当社は、一斉取得日以降も第三回優先株式(当社が保有するものを除く。)が存在する場合には、当該第三回

優先株式の全部又は一部を、一斉取得日以降の日で取締役会の決議で定める日(以下、「追加一斉取得日」

という。)が到来することをもって、取得することができる。追加一斉取得日において取得する第三回優先株

式の数及び取得の対価につき、①を準用する。

７．現金を対価とする取得請求権

　　第三回優先株主は、第６項①の一斉取得日の翌日から平成24年６月30日までの間、その保有する第三回優先株式

の全部又は一部について、当社に対してその取得を請求することができるものとし、当社は、第三回優先株主

が取得の請求をした第三回優先株式を取得するのと引換えに、第三回優先株式１株につき下記に定める額の

金銭を当該第三回優先株主に対して交付するものとする。

　　第三回優先株式１株につき以下に定める額に、第三回累積未配当金相当額を加算した額とする。

50,000円(１株当たり払込金額の100％)

８．優先順位

①剰余金の配当の額

　　第一回優先配当金、第二回優先配当金および第三回優先配当金の支払順位は、第二回優先配当金を第１順位、第

一回優先配当金を第２順位とし、第三回優先配当金を第３順位とする。

②残余財産の分配の優先順位

　　第一回優先株式、第二回優先株式および第三回優先株式に係る残余財産の分配の支払順位は、第一回優先株式に

係る残余財産の分配の支払いを第１順位、第二回優先株式に係る残余財産の分配の支払いを第２順位とし、第

三回優先株式に係る残余財産の分配の支払いを第３順位とする。

③取得請求権の優先順位

　　第一回優先株式に係る取得請求権の行使、第二回優先株式に係る取得請求権の行使及び第三回優先株式に係る

取得請求権の行使の各々がなされ、その取得請求受付場所への到達が同時又はその先後が不明な場合は、上記

①記載の順位と同様に、かかる取得請求権の行使がなされたものとみなす。

④用語

　　本項における第一回優先株式、第二回優先株式および第三回優先株式、第一回優先配当金、第二回優先配当金お

よび第三回優先配当金の用語は、いずれも定款第２章の２で定義される意味で用いられる。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

ストックオプションとして発行する新株予約権につきましては、付与がなされておりませんので記載

を省略いたします。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成20年７月１日～
平成20年９月30日

― 34,712,350 ― 1,000,000 ― 453,957
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(5) 【大株主の状況】

①普通株式
平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

ジャパン・リカバリー・
ファンドⅢ 業務執行組合員
フェニックス・キャピタル
株式会社

東京都千代田区丸の内２丁目２－１ 11,000 63.26

双日株式会社 東京都港区赤坂６丁目１－20 730 4.20

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７－１ 296 1.71

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口４Ｇ）

東京都中央区晴海１丁目８－11 175 1.01

関西ペイント株式会社 大阪市中央区今橋２丁目６－14 127 0.73

株式会社ミック 名古屋市南区元塩町３丁目18 103 0.59

新日本製鐵株式会社 東京都千代田区大手町２丁目６－３ 100 0.58

北神鉄工株式会社 神戸市北区道場町塩田1988－３ 62 0.36

株式会社ＳＢＩ証券
（自己融資口）

東京都港区六本木１丁目６－１ 57 0.33

日新火災海上保険株式会社 東京都千代田区神田駿河台２丁目３ 54 0.31

計 ― 12,705 73.07

(注) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社が所有している上記の所有株式数は全て信託業務に係る株式であり

ます。

　

②第一回優先株式

平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７－１ 5,000 100.00

計 ― 5,000 100.00

　

③第二回優先株式

平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

ジャパン・リカバリー・
ファンドⅢ　業務執行組合員
フェニックス・キャピタル
株式会社

東京都千代田区丸の内２丁目２－１ 12,312 100.00

計 ― 12,312 100.00

　

④第三回優先株式
平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

ジャパン・リカバリー・
ファンドⅢ　業務執行組合員
フェニックス・キャピタル
株式会社

東京都千代田区丸の内２丁目２－１ 10 100.00

計 ― 10 100.00
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】
平成20年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式

第一回優先株式 5,000,000

第二回優先株式

第三回優先株式

12,312,500

10,000

―

１「株式等の状況」の
（1）「株式の総数等」の
②「発行済株式」の注記
参照

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式 16,400
― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 17,354,250 347,085 ―

単元未満株式 普通株式 19,200 ― １単元(50株)未満の株式

発行済株式総数

普通株式 17,389,850

第一回優先株式 5,000,000

第二回優先株式

第三回優先株式

12,312,500

10,000

― ―

総株主の議決権 ― 347,085 ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が20,750株(議決権415個)含ま

れております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式48株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成20年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(自己保有株式)
日本橋梁株式会社

大阪市北区西天満６丁目
７番２号

16,400 ― 16,400 0.09

計 ― 16,400 ― 16,400 0.09

　
　　
２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成20年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 242 307 285 255 233 229

最低(円) 224 227 240 221 192 149

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期会計期間(平成20年７月１日か

ら平成20年９月30日まで)及び当第２四半期累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日まで)に係

る四半期財務諸表について、あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。

　

３　四半期連結財務諸表について

当社は、連結子会社でありました日本橋梁エンジニアリング株式会社が平成20年５月30日に清算結了し、

連結子会社が存在しなくなったため、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,467,519 1,807,253

受取手形及び売掛金 2,081,696 3,146,822

仕掛品 102,613 460,094

原材料 6,249 10,107

その他 61,002 95,652

流動資産合計 3,719,081 5,519,931

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 951,190 964,575

構築物（純額） 147,689 152,556

機械及び装置（純額） 620,155 633,821

土地 2,114,532 2,114,532

その他（純額） 31,245 29,678

有形固定資産合計 ※１, ※２
 3,864,812

※１, ※２
 3,895,163

無形固定資産

無形固定資産合計 8,621 5,590

投資その他の資産

投資有価証券 ※１
 116,321

※１
 160,341

投資不動産（純額） ※１, ※２
 321,241

※１, ※２
 327,830

前払年金費用 190,431 190,399

その他 97,392 99,921

貸倒引当金 △47,800 △50,463

投資その他の資産合計 677,586 728,029

固定資産合計 4,551,021 4,628,783

資産合計 8,270,102 10,148,714
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 360,363 576,538

買掛金 ※１
 706,613

※１
 598,038

短期借入金 ※１
 74,900

※１
 1,094,900

1年内返済予定の長期借入金 ※１
 738,294

※１
 3,084,669

未払法人税等 12,504 13,603

前受金 1,407,924 1,352,843

引当金 83,662 103,523

その他 ※１
 316,968

※１
 835,391

流動負債合計 3,701,231 7,659,508

固定負債

長期借入金 ※１
 2,486,291

※１
 423,671

退職給付引当金 292,703 276,464

その他 7,777 13,213

固定負債合計 2,786,771 713,349

負債合計 6,488,003 8,372,858

純資産の部

株主資本

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金 453,957 453,957

利益剰余金 334,886 326,941

自己株式 △6,325 △6,175

株主資本合計 1,782,519 1,774,723

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △420 1,133

評価・換算差額等合計 △420 1,133

純資産合計 1,782,099 1,775,856

負債純資産合計 8,270,102 10,148,714
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(2)【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

売上高 3,778,680

売上原価 3,490,779

売上総利益 287,901

販売費及び一般管理費

役員報酬 17,312

従業員給料及び賞与 90,086

法定福利及び厚生費 20,800

不動産賃借料 17,618

旅費交通費及び通信費 21,357

その他の販売費及び一般管理費 77,840

販売費及び一般管理費合計 245,015

営業利益 42,885

営業外収益

投資不動産賃貸料 24,940

その他 8,649

営業外収益合計 33,589

営業外費用

支払利息 59,146

その他 10,309

営業外費用合計 69,456

経常利益 7,018

特別利益

投資有価証券売却益 9,576

その他 46

特別利益合計 9,622

税引前四半期純利益 16,641

法人税、住民税及び事業税 8,696

四半期純利益 7,945
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【第２四半期会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期会計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年９月30日)

売上高 2,232,337

売上原価 2,158,194

売上総利益 74,142

販売費及び一般管理費

役員報酬 10,803

従業員給料及び賞与 43,622

法定福利及び厚生費 10,668

不動産賃借料 9,132

旅費交通費及び通信費 11,062

その他の販売費及び一般管理費 38,880

販売費及び一般管理費合計 124,169

営業損失（△） △50,027

営業外収益

投資不動産賃貸料 12,470

物品売却益 4,120

その他 2,471

営業外収益合計 19,061

営業外費用

支払利息 28,650

その他 4,535

営業外費用合計 33,186

経常損失（△） △64,152

特別利益

投資有価証券売却益 9,576

特別利益合計 9,576

税引前四半期純損失（△） △54,575

法人税、住民税及び事業税 4,348

四半期純損失（△） △58,923
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 16,641

減価償却費 52,359

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,300

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,206

工事損失引当金の増減額（△は減少） △21,160

受取利息及び受取配当金 △1,922

支払利息 59,146

投資有価証券売却損益（△は益） △9,576

売上債権の増減額（△は増加） 1,120,207

たな卸資産の増減額（△は増加） 362,226

仕入債務の増減額（△は減少） △99,969

未払消費税等の増減額（△は減少） △13,665

その他の流動資産の増減額（△は増加） 22,124

その他の流動負債の増減額（△は減少） △496,887

その他 3,609

小計 1,010,639

利息及び配当金の受取額 1,910

利息の支払額 △59,883

法人税等の支払額 △17,392

営業活動によるキャッシュ・フロー 935,274

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △34,161

投資有価証券の売却による収入 51,267

貸付金の回収による収入 9,968

その他 1,821

投資活動によるキャッシュ・フロー 28,895

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,020,000

長期借入金の返済による支出 △283,755

自己株式の取得による支出 △149

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,303,904

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △339,734

現金及び現金同等物の期首残高 1,807,253

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,467,519

EDINET提出書類

日本橋梁株式会社(E01358)

四半期報告書

25/32



【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第２四半期会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

当社のコア事業である橋梁事業（橋梁の設計・製作・架設）は、近年の公共工事予算削減の影響に

より発注量が逓減傾向にあることに加え、いわゆる橋梁談合事件後の受注競争により、厳しい状況が続

いております。これに対し、前事業年度は、経常利益１億１千５百万円、当期純利益３億２千６百万円を

計上しましたが、この経常利益の水準は十分とは言えず、平成18年10月５日に策定しました「私的整理

に関するガイドライン」に基づく「事業再生計画」における収益計画を下回る結果となっておりま

す。

　当該状況により、当社には継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。

　かかる状況において、当社は強固な収益体質の確立に向け、当該「事業再生計画」を鋭意実行中で、引

き続き金融機関に運転資金等の協力を頂きながら本計画を着実に推進するとともに、役員報酬の削減

や一層の合理化等のコスト削減を継続しております。

　従いまして、四半期財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響

を四半期財務諸表には反映しておりません。

　

【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第２四半期累計期間

(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

１　会計処理の原則及び手続の変更

棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）を第

１四半期会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方

法）に変更しております。

　これによる当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益への影響はありません。

　

【簡便な会計処理】

　
当第２四半期累計期間

(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

１　棚卸資産の評価方法

当第２四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を基礎と

して合理的な方法により算定する方法によっております。

　

【四半期財務諸表の作成に特有の会計処理】

　
当第２四半期累計期間

(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

　　該当事項はありません。

　

【追加情報】

　
当第２四半期累計期間

(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

　該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

　
当第２四半期会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度末
(平成20年３月31日)

※１　担保に供している資産

下記の資産を短期借入金74,900千円、長期借入金

3,103,312千円(一年内返済の長期借入金700,192

千円を含む)及び仕入債務713,196千円に対する担

保に供しております。

　　　(工場財団)

建物 633,459千円

機械及び装置 510,433千円

土地 1,290,276千円

　　　 計 2,434,170千円

　　　(その他)

建物 314,308千円

土地 824,255千円

投資不動産

　建物 18,501千円

　土地 173,196千円

投資有価証券 2,820千円
 

※１　担保に供している資産

下記の資産を短期借入金1,094,900千円、長期借入

金3,387,067千円(一年内返済の長期借入金

3,046,567千円を含む)及び仕入債務526,167千円

に対する担保に供しております。

　　　(工場財団)

建物 640,630千円

機械及び装置 414,955千円

土地 1,290,276千円

　　　 計 2,345,863千円

　　　(その他)

建物 320,416千円

土地 824,255千円

投資不動産

　建物 18,986千円

　土地 173,196千円

投資有価証券 46,840千円
 

※２　固定資産の減価償却累計額

有形固定資産 7,168,978千円

投資不動産

　建物 17,474千円

　構築物 37,593千円

　機械及び装置 217,144千円

 

※２　固定資産の減価償却累計額

有形固定資産 7,124,500千円

投資不動産

　建物 16,989千円

　構築物 37,546千円

　機械及び装置 211,087千円
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,467,519千円

預入期間が３か月超の定期預金 　― 千円

現金及び現金同等物 1,467,519千円
 

　

(株主資本等関係)

当第２四半期会計期間末(平成20年９月30日)及び当第２四半期累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20

年９月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当第２四半期会計期間末

普通株式(株) 17,389,850

第一回優先株式(株) 5,000,000

第二回優先株式(株) 12,312,500

第三回優先株式(株) 10,000

合計(株) 34,712,350

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当第２四半期会計期間末

普通株式(株) 16,448

　

３　新株予約権等に関する事項

　　　　該当事項はありません。

　
４　配当に関する事項

　　　該当事項はありません。
　

(リース取引関係)

当第２四半期累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)及び当第２四半期会計期間(自　平

成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っ

ておりますが、当四半期会計期間末におけるリース取引残高は前事業年度末に比べて著しい変動が認

められないため、記載しておりません。

　

(有価証券関係)

当第２四半期会計期間末(平成20年９月30日)

有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動があ

りません。
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(デリバティブ取引関係)

当第２四半期会計期間末(平成20年９月30日)

デリバティブ取引の四半期会計期間末の契約額等は、前事業年度の末日と比較して著しい変動があ

りません。

    (ストック・オプション等関係) 

当第２四半期会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

平成19年６月28日開催の当社定時株主総会においてストック・オプションの実施を目的とする新株

予約権を発行することにつき承認をうけておりますが、付与がなされておりませんので記載を省略い

たします。

　

(持分法損益等)

当第２四半期累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)及び当第２四半期会計期間(自　平

成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

当第２四半期会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

該当事項はありません。

　

(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第２四半期会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度末
(平成20年３月31日)

　　１株当たり純資産額 △217円24銭 　　１株当たり純資産額 　△216円51銭

　(注)１．１株当たり純資産額については、期末純資産額から「期末優先株式数×発行価額」を控除した金額を、期

末発行済普通株式数（「自己株式」を除く）で除して計算しております。

 　　２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
当第２四半期会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度末
(平成20年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 1,782,099 1,775,856

普通株式に係る純資産額(千円) △3,774,222 △3,761,648

差額の主な内容
配当請求権及び残余財産分配請求権が優先的な株式の
払込金額(千円)

5,440,000 5,440,000

優先株式に係る累積優先配当額(千円) 116,322 97,504

普通株式の発行済株式数(千株) 17,389 17,389

普通株式の自己株式数(千株) 16 15

１株当たり純資産額の算定に用いられる普通株式の数
(千株)

17,373 17,374
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２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

当第２四半期累計期間(自　平成20年４月１日 至　平成20年９月30日)
　

当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純損失(△) △1円95銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―

(注)　１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失で

あるため、記載しておりません。

２．１株当たり四半期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

四半期損益計算書上の四半期純利益(千円) 7,945

普通株式に係る四半期純損失(△)(千円) △33,957

普通株主に帰属しない金額(千円) 41,902

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(千円)
　優先株式に係る優先配当額
  (当四半期おける要支払額)

41,902

普通株式の期中平均株式数(千株) 17,373

　

当第２四半期会計期間(自　平成20年７月１日 至　平成20年９月30日)
　

当第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純損失(△) △4円60銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―

(注)　１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失で

あるため、記載しておりません。

２．１株当たり四半期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
当第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９月30日)

四半期損益計算書上の四半期純損失(△)(千円) △58,923

普通株式に係る四半期純損失(△)(千円) △79,875

普通株主に帰属しない金額(千円) 20,951

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(千円)
　優先株式に係る優先配当額
  (当四半期おける要支払額)

20,951

普通株式の期中平均株式数(千株) 17,373

　

(重要な後発事象)

当第２四半期会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

　　　該当事項はありません。

　

２【その他】

当社は、先の独占禁止法違反事件に関連して、平成20年６月11日付けで国土交通省三地方整備局から、ま

た、同24日、25日付けで旧日本道路公団から、損害賠償請求を受けています。

　現在、その請求内容につきまして確認中であります。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年11月14日

日本橋梁株式会社

取締役会　御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　米　　林　　　　　彰　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　宮　　林　　利　　朗　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本

橋梁株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第142期事業年度の第２四半期会計期間(平成

20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日

まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー

計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、日本橋梁株式会社の平成20年９月30日現在の財政状態、

同日をもって終了する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

追記情報

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前事業年度において経常利益１億１千５百

万円、当期純利益３億２千６百万円を計上しているが、この経常利益の水準は十分とは言えず、平成18年10月

５日に策定の「私的整理に関するガイドライン」に基づく「事業再生計画」における収益計画を下回る結果

となっている。当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営

者の対応等は当該注記に記載されている。四半期財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このよう

な重要な疑義の影響を四半期財務諸表には反映していない。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

　

EDINET提出書類

日本橋梁株式会社(E01358)

四半期報告書

32/32


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１生産、受注及び販売の状況
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態及び経営成績の分析

	第３設備の状況
	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)ライツプランの内容
	(4)発行済株式総数、資本金等の推移
	(5)大株主の状況
	(6)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該四半期累計期間における月別最高・最低株価

	３役員の状況

	第５経理の状況
	１四半期財務諸表
	(1)四半期貸借対照表
	(2)四半期損益計算書
	第２四半期累計期間
	第２四半期会計期間

	(3)四半期キャッシュ・フロー計算書
	継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況
	四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更
	簡便な会計処理
	四半期財務諸表の作成に特有の会計処理
	追加情報
	注記事項


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

